
ワンストップ特例申請書の記入と添付書類について 

 

 

 

 

「個人番号カード（マイナンバーカード）」を持っている方（①のみ） 

「個人番号カード（マイナンバーカード）」を持っていない方（①＋②） 

 

    または    の添付書類を別紙１に貼付けし、申請書とともに提出して下さい 

 

ワンストップ特例の申請をされる場合、 

申請書に個人番号(マイナンバー)を記入し、 

本人確認の添付書類ともに返送して下さい 

（下記１～２を参考にご準備をお願いします。） 

個人番号（マイナンバー）の記入ミスや、 

本人確認資料が添付されていない場合はワン 

ストップ特例制度をご利用いただけない場合がございますので、ご注意下さい。 

 

 

 

① 個人番号カードの両面のコピー 

個人番号（マイナンバー）カード 

 

 

 

 

                     

① 通知カードのコピーもしくは住民票（個人番号付）のコピー 

（裏面に記載事項がある場合は裏面のコピーも必要です）  

 

個人番号（マイナンバー） 

通知カード                          住民票（個人番号付） 

 

              

② 下記いずれかの身分証のコピー 

・運転免許証・旅券（パスポート）・身体障害者手帳・療育手帳 

・精神障害者保険福祉手帳・療育手帳・在留カード・特別永住者証明書 

※写真が表示され、氏名生年月日または住所が確認できるようにコピーする。     身分証 

 

上記の本人確認書類をお持ちで無い場合、次の書類いずれか２つをコピーして貼り付けて下さい 

・健康保険証・年金手帳、児童扶養手当証書、税金、公共料金の領収書、納税証明書 

 

（ ご注意！）ワンストップ特例申請書と（別紙 1）添付書類を 2021年 1月

10日（必着）までにご返送下さい。また確定申告をする方や、6団体以上にワンスト

ップ特例を申請する方などは、特例の適用外となりますが、寄附受領証明書を使って申告す

れば、寄附金控除が受けられます。（ワンストップ特例を申請していて確定申告をする場合は、

確定申告が優先され、ワンストップ特例が無効となります） 
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